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機械上の箇所が 

特定されない 

残留リスク 

１３．残留リスク                              
 

No. 
運用 

段階 
作 業 

作業に 

必要な 

資格・教育 

機械上の箇所 
危害の 

程度 
残留するリスク要因 想定される対策案 

単体で実施済

みの対策 

取扱 

説明書 

参照 

ページ 

1 準備 
開梱・ 

持ち運び 

取扱説 明書

を熟読し、内

容 全 て に つ

いて理解して

いる 

製品の金属部 注意 製品の金属部で手等を負傷する 
手袋などの保護具を着用す

る 

取扱説明書に

記載 
P10 

2 準備 持ち運び 箇所の特定無し 警告 

単独での重量物の持ち運びによ

り、人体の負傷及び機体本体の

破損が生じる 

必ず二人以上で本製品を 

運ぶ 

取扱説明書に

記載 
P10 

3 準備 持ち運び 製品のゲート部 注意 
ゲート部の飛び出しにより人体の

負傷が生じる 

梱包用バンド又はロープを

巻く 

取扱説明書に

記載 
P10 

4 
設置・

運転 
試運転 箇所の特定無し 注意 

単体での試運転時、上流から流

れてきた搬送物により人体の負

傷及び機体本体の破損が生じる 

始動前に起動によって他の

要素が動作しないように制

御を遮断する 

取扱説明書に

記載 
P23 

5 
設置・

運転 

運転時 

全て 

製品の可動部間

及び 可動 部と 固

定部の隙間 

警告 

本体の可動部間及び可動部と固

定部の隙間に作業者の指や手が

巻き込まれる 

・・作業者が不用意に近づく事

を防ぐよう、インターロック付

きの安全柵等を設置する。 

、・作業者に安全教育を施す。 

・警告・注意ラベ

ルの貼り付け 

・取扱説明書に

記載 

P12 

6 
設置・

運転 

運転時 

全て 
製品の上面 注意 

作業者が本体の上に乗り、 

足を踏み外して落ちる 

・作業者が不用意に近づく事

を防ぐよう、インターロック付

きの安全柵等を設置する。 

・機械の上に乗らぬよう作業

者へ周知徹底を行う 

・警告注意ラベ

ルの貼り付け 

・取扱説明書に

記載 

P3 

7 
設置・

運転 

運転時 

全て 
製品の上面 注意 

何らかの不具合により搬送物が

燃焼し、ベルトに燃え移る 

火災検知器、火災報知機、

及び消火システムを設置す

る 

取扱説明書に

記載 
P12 

8 
保守・ 

点検時 

保守・ 

点検時 

全て 

製品（ドライバ）へ

の電源供給部 
警告 

誰かが電源を入れたことにより製

品が予期せぬ動作をし、作業者

が負傷する 

警告表示等をして関係者以

外の人が電源投入できない

ようにする 

取扱説明書に

記載 
P31 

9 
保守・ 

点検時 

保守・ 

点検時 

全て 

箇所の特定無し 警告 
機体に作業者の指や手が挟み込

まれる 

手袋などの保護具を付け慎

重に作業する 

取扱説明書に

記載 
P31 

10 
保守・ 

点検時 

保守・ 

点検時 

全て 

製品の可動部間

及び 可動 部と 固

定部の隙間 

警告 

本体の可動部間及び可動部と固

定部の隙間に作業者の指や手が

巻き込まれる 

通電状態での点検時は、手

袋を着用せず、またそで等

の衣類が巻き込まれないよ

うにする 

・警告・注意ラベ

ルの貼り付け 

・取扱説明書に

記載 

P31 

 

 

 
No.1 注意 

No.3 注意 

No.5 警告 

No.6 注意 

No.7 注意 

No.6 注意 

No.7 注意 

 

No.8 警告 

No.10 警告 
No.9 警告 

No.2 警告 

No.4 注意 


